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第９回庄内南部地区合併協議会議会議員定数等検討小委員会 会議録 
 

○日  時  平成１６年１月１８日（日）午前９時５６分～ 

○場  所  羽黒町コミュニティセンター 集会室 

○次  第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

 ３ 合併後の新議会の議員定数及び任期について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

○出席委員 

役職名 区  分 氏  名 役職名 区  分 氏  名 

委員長  鶴岡市議会議長 榎本 政規 委 員  櫛引町議会議長 菅原  元 
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委 員  羽黒町議会議員 冨樫 栄一  

 
○欠席委員  なし 
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 事務局長 芳賀  肇  調査計画主査 今野 勝吉 
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 総務課長 石塚 治人  調査計画主査 本間 光夫 
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 総務主査 吉住 光正  主事 伊藤 弘治 

 調査計画主査 土田 宏一    
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１ 開   会（午前９時５６分） 

〇芳賀 肇事務局長 それでは、皆様おそろいですので、時間前ですけれども、ただ今

から第９回議会議員定数等検討小委員会を開会いたします。 

 

２ あいさつ 

〇芳賀 肇事務局長 初めに、榎本委員長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

〇榎本政規委員長 おはようございます。新しい年を迎えまして、議員の皆さん、委員

の皆さん新たな気持ちで新年を迎えられたんじゃないのかなと思っております。しか

し、平成１６年度といえば、もう合併待ったなしの時期に進んでまいったのではない

のかなと思っております。この議会議員定数等検討小委員会は、本来であれば富塚会

長から１２月定例会前まで回答をいただきたいという照会がございましたが、もう少

し時間をいただきたいと、平成１６年の１月中旬をめどに何とかこの議会議員の定数

をまとめてまいりたいのでということで、全体法定協の中で了承を得ておりました。

１月の中旬になってきたもんですから、今回第９回を迎えるわけですけども、各議会

とも鋭意議員の定数について検討をいただいておりますので、ぜひとも集約をしてま

いりたいなと思っております。議員の身分を自ら決めるという大変厳しい状況にはあ

ろうかと思いますが、私どもの背中には各市町村民がすべて控えているわけでありま

す。その辺も皆さんからご検討をいただきながらぜひともまとめていきたいなと思い

ます。 

  第８回の検討小委員会で定数特例について検討をいただいておったんですけれども、

まだ正式に定数特例についてまで踏み込めないという議会が２議会ほどございました

もんですから、その辺も含めてきょう皆さんから各議会の集約した意見をお聞きしな

がらぜひとも成果を上げてまいりたいと思いますので、ひとつ真剣な意見交換なり質

疑応答をお願い申し上げまして、委員長としてのあいさつに代えさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

〇芳賀 肇事務局長 どうもありがとうございました。 

 

３ 合併後の新議会の議員定数及び任期について 

〇芳賀 肇事務局長 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。 

  委員長より議長のほうよろしくお願いいたします。 

 

〇榎本政規委員長 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

  合併後の新議会の議員定数及び任期についてを議題といたしたいと思います。 

  去る１２月２２日の第８回の議会議員定数等検討小委員会において、再度本日まで

その結論を持ち越しておりました議会が２議会ほどありました関係上、その議会のほ

うからのご意見をいただいて、その後に各構成市町村議会からの現在の議会における

議員定数と、あるいは任期についてのご意見を伺ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは最初に、開催地でもあります羽黒町議会さんのほうからお願い申し上げた

いと思います。よろしくお願いします。 
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〇冨樫栄一委員 おはようございます。それでは、私のほうから羽黒町議会につきまし

ての報告をさせていただきます。 

  前回まで定数特例について具体的な検討結果をお示しできなかった羽黒町議会とい

たしまして、何とか結論を出すべきと考え、正直なところ私といたしましても本当に

並々ならぬ決意を持って特別委員会に臨み、協議をいたしたところでございます。 

  去る１月７日、第６回目となりました羽黒町の合併調査特別委員会を開催し、午後

２時に委員会を開会し、５時過ぎまで議論に議論を重ねたところであります。途中議

員ロビーに場所を変え、議員だけでざっくばらんな話し合いの場を設けまして協議を

いたしましたが、どうしても具体的な定数等の、特に人数等については何人にするの

かという、そういう数字を導き出すには至りませんでした。ただ、今後とも引き続き

この定数特例について協議を継続していくことは確認をいたしておりますので、当委

員会での協議の経過、あるいは状況等を参考にさせていただきまして、何とか最終的

には結論に結びつけるというふうに考えております。 

  協議の中で出されました主な意見をいくつか紹介させていただきますけども、一つ

としては、羽黒町議会としてこれまで在任特例という統一見解を出したわけなので、

もっと協議の場で在任特例を主張すべきでないかという意見もありました。また、各

市町村の主義主張の違いはあるものの、何とかそれぞれ歩み寄って定数特例で一本化

を図ろうとしているわけなので、羽黒町議会といたしましても具体的な定数特例につ

いてやはり結論を出すべきであると、そういった意見もありましたし、また定数特例

を採用した場合、市と町村部では見解の相違が歴然であり、その定数を特に一体何人

にするのか、市と町村部の議員定数の割合をどのようにするのか、すなわち人口比例

加算なのか、それとも激減緩和策を講じるのか等々の結論を導き出すのは至難のわざ

でないかというふうな意見も出ました。また、議員定数等を決定する前に、新市の名

称をどうするのか、また町村部における支所機能をどうするのか、それに地域審議会

を設けるのか等々についてもっともっと十分に協議するべきでないかと、こういった

意見が主に出されました。 

  以上のように、羽黒町議会では様々な意見が出ました。具体的な定数特例について

の、特に人数等の数字についても意見があったわけでありますが、議会といたしまし

ては総意に至らなかったというような結果でありました。結論的に羽黒町議会といた

しましても、議員定数等については定数特例という協議の場には今後とも参加してい

くという確認は得ておりますので、本小委員会の協議を踏まえて羽黒町といたしまし

ても今後検討をしていく考えでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、羽黒町の議会としての報告とさせていただきます。 

 

〇榎本政規委員長 わかりました。いろいろご意見つきましたけども、現在の状況では

定数特例には参加していくということでありますが、羽黒町さんとしての定数特例の

総体人数、あるいは町としての定数については結論を得られなかったということでよ

ろしいわけですね。 

 

〇冨樫栄一委員 はい。 
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〇榎本政規委員長 それじゃ、続いて櫛引町さん、お願いいたします。 

 

〇菅原 元委員 櫛引町では、昨年の１２月２２日の委員会終了後、１２月２６日に全

員協議会を開催いたしました。その席上で定数特例の人数について、それだけに絞っ

ていろいろと議論をしてまいりました。それで、今櫛引町では、１２月の中旬から今

月の２０日まで合併に関する地区座談会を鋭意開催しております。そういう中でも、

議員の数は原理原則３４名でということで合併座談会に臨んでおります。そういう関

係で、定数特例においても人数は３４を変えないで、仮に朝日村の議員の数を複数に

するということであれば、朝日村の議員の数を２にすると。そして、鶴岡市議会、今

の２２名ということになりますけども、それを１名減じて２１にすると。そういうこ

とで、３４は変えないで定数特例にしていただくという、そういう考えをまとめまし

た。 

  しかしながら、年が明けて１月８日の新聞報道、山新あるいは荘内日報にこの合併

に関する報道がありましたけども、鶴岡市では今後原理原則でいくんだという報道が

されておりますが、このことを初めに、今後どのような主張をしていくのかというこ

とを聞かないと、鶴岡市議会特別委員会の真意がどうなのかはっきりしないと、この

ことにはまとめ上げていけないのではないかという話がされております。そういうこ

とで、櫛引町は定数特例につきましては３４のその総枠は変えないということで話さ

れてきましたし、鶴岡市議会の特別委員会の新聞報道の真意をこの場で最初に聞かせ

ていただきたいと思います。 

 

〇榎本政規委員長 櫛引町さんの考えは、定数特例にした場合、３４名の原則定数は変

えないと、朝日村さんを複数、２にするためには、鶴岡市の２２名を１名減じたらど

うかというような考え方であります。 

  今櫛引町の菅原委員さんのほうから、１月７日の鶴岡市の特別委員会の新聞報道の

ことについて問われておりますので、それじゃ鶴岡市の本城委員さんのほうから、そ

の辺も含めて鶴岡市の考え方についてお願いをいたします。 

 

〇本城昭一委員 今お話ございましたように、１月７日に全員協議会と、引き続き特別

委員会を開催し、この問題について議論をしたところであります。新聞報道が違って

いるという言い方はしませんけども、真意が全部伝わっていないなと、こんな感じが

いたします。ずっと申し述べてきましたとおり、３４名のオープンというのが原則で

ありますが、この原則を遂行すればいろんな微調整とかそういう問題は出てこないし、

住民に対しても法定の上限の３４名でオープンだと、こういう説明が十分つくという

ことで、私どもはこれを一貫して主張してまいりました。しかし、それでは一歩も前

に進まないという状況を踏まえて、さらに空白区が出るという心配されている地域も

あるわけですから、これらに配慮をしながら選挙区にすると、それで空白区をなくし

ようと、ただし人数は３４名であると。これは、第２点の妥協案という言い方ではお

かしいわけですが、そういうことで申し上げてきたわけであります。 

  ただ、その後委員長から定数特例の検討をして、その人数も含めて考え方を検討す

るようにという指示があったわけでありますので、鶴岡としてもそういう検討をした

ところでありまして、そういうことで空白区となると予定の、予定という言い方はお
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かしいわけですけども、そういうふうに主張される地域の複数ということを頭に入れ

ながら全体の調整をすると３９名になりますというのは前回申し上げたとおりで、三

つの案を提示したということでありますが、あくまでも鶴岡としては原則３４名オー

プンというのが基本であります。それを妥協していくためにはどうするかということ

で２点、３点という提案をしておりますので、この原則については現在も変わりない

わけですし、前も申し上げましたとおり、当特別委員会では人数を変更していくにし

ても人口比を原則にするようにという枠を私ははめられておりますので、それを申し

上げたところであります。従来と変わっているところはありません。 

  以上であります。 

 

〇榎本政規委員長 鶴岡の場合は、原則が３４のオープン選挙であると。ただ、この検

討小委員会の中で、どうしても選挙区となれば３４の選挙区。それでも空白、あるい

は激変のことを考えると、人口比で定数を加算していくと、朝日村さんが２になるの

は３９だという考え方ということですので、後でまた意見交換とか質疑応答を設けた

いと思いますので、新聞報道が間違いということではないんですけれども、３４だけ

書かれてしまったというのが誤解を招いた原因であろうかと思いますので、ひとつそ

ういうことでよろしくお願いします。 

  次に、その複数の問題が出てまいります朝日村さんのほうからお願いをいたします。 

 

〇井上時夫委員 おはようございます。この前の会議で、うちのほうは定数特例と、あ

とうちのほうの議員を複数ということで、全体の数は４１から６８まで出てというこ

とで特定できませんでしたけども、おととい、１月１６日に特別委員会を開きまして、

三川さんが出してくれました鶴岡市さんが２２名、藤島さんと温海さんが４名、その

ほかの町村３名ずつということで、４２名ということをうちのほうでは出したいと思

います。 

  一応、また後ほどいろいろありましたら出したいと思います。 

 

〇榎本政規委員長 朝日村さんは、先の１２月２２日に三川町さん、あるいは温海町さ

んが提案をしました４２名、鶴岡が２２名、町村が２０名、町村の２０名の割り振り

は１万を超える町が４名、あとほかの町村が３名ということでの考えということであ

ります。 

  それでは、温海町さん、よろしいですか。 

 

〇佐藤甚一郎委員 温海町の場合は、ずっと以前から定数特例ということで提案をさせ

ていただいております。基本的な考え方からすれば、定数特例の上限である６８、こ

れを私どもの特別委員会の中では最高の望むところと、こういうことで話し合われて

おります。しかしながら、やっぱりほかの町村、あるいは鶴岡市さん、様々な事情を

考えた場合に、６８でいけるのかというあたりから、だんだん定数にした場合、原則

に近いほうと、それから定数の一番多いほう、つまり６８、その間でどう考えていく

かということが随分話し合いをされました。 

  そういう中で、前回私４２という数を申し上げました。それは、鶴岡市さんが２２、

ほかの町村が２０という、単純に言ってこれは激変緩和に対する物の考え方と、こう
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いうことでのつもりでございます。鶴岡市さんが２２の場合、ほかの町村が２０とい

うことになりますと、これはなかなか計算上は難しいことにもなるかとは思いますが、

２２対２０という関係、これが最もふさわしい考え方ではないかというふうに考えて

おりまして、前回４２というふうに申し上げました。その後私どもの特別委員会が開

かれまして、その結果、４２を下回るようなことがあれば再度持ち帰って特別委員会

に相談をしてくれと、こういうことでございますので、きょう４２以下の場合は持ち

帰ってさらに検討をすると、こういうことでございます。 

 

〇榎本政規委員長 温海町さんは、前回主張された４２名ということで、もしこれ以下

の定数であれば再度議会に持ち帰りたいという話であります。 

  続いて、三川町さん、お願いしたいと思います。 

 

〇須藤栄弘委員 三川町では、前回、８回で主張した数字は変わっていませんし、その

後特別委員会も開催はいたしておりません。ただ、きょうのこの小委員会がどのよう

な方向性になるかによりまして特別委員会を開催するという現段階での考えは持って

おりますが、前回の主張と同じでございます。 

 

〇榎本政規委員長 ありがとうございます。三川町さんは前回と同じ４２名と、温海町

さんと同じ２２対２０、２０の割り振りは先ほど朝日村さんの井上さんが話をしたと

おり、人口１万以上が４名、それ以下が３名、合わせて２０というような考え方にな

ろうかと思います。復唱をさせていただきます。 

  それでは、最後になりますが、藤島町さん、よろしいでしょうか。 

 

〇押井喜一委員 藤島町も、この間の小委員会後、合併特別委員会につきましては開催

してございません。それで、この間申し上げましたように、定数特例で議論するとい

うことにつきましては、地域間の均衡を図っていくということがまず前提になるとい

うことで、定数特例を使う場合には当然選挙区選挙というふうになるんではないかと

いうことでございます。この間提案申し上げましたように、単純に人口比ではいかな

いと、今の状況の中でそれぞれ議員がやはり複数必要だというふうなことを考えた場

合に、この間申し上げましたように、７市町村それぞれに均等に２名ずつを加算いた

しまして、総体で４８名の定数ということをこの間も主張しましたので、そのように

ご報告申し上げておきます。 

 

〇榎本政規委員長 藤島町さんは、前回の１２月２２日と同じ考え方であるというよう

なことであります。 

  以上で各議会のほうから現在における議員定数及び任期についてのご報告をいただ

きました。先ほど羽黒町さんのほうからは、定数の数についてはまだ集約ができてい

ないということであります。この辺から皆さんからご意見をいただきながら、実は１

月の中旬にきょうもございます午後の法定協に回答を提示するということになってお

りましたもんですから、この辺から皆さんからご意見等ありましたらお願いをしたい

なと思います。併せて、定数についても各町村議会から出たわけですので、その辺を

ざっくばらんに皆さんから意見交換、あるいは質疑応答をしていただければと思いま
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すので、よろしくお願いします。 

  すみません。現実的な問題を申し上げますと、きょう羽黒町さんが数字が出ていな

いということで、きょうの全体法定協に結論を出すということにはちょっとならない

わけですので、委員長の力不足でありますが、本来であればきょう、１月はあときょ

うしか全体法定協がないもんですから、きょう報告を出せるのかどうなのか、その辺

も含めて皆さんからご検討いただければと思います。 

 

〇大滝助太郎委員 ただ今の定数関係で、羽黒さんが数字が出ていないということです

が、私はまずこの数字そのものよりも定数特例をする場合の考え方、なぜ定数特例が

必要かということの議論をしないと、ただ何人足せばいいかとか、７掛ける１、７掛

ける２とかということでなくて、なぜこの定数特例に踏み込んだかということの原点

に返らないとこれは決まらないわけです。数字だけ並んでいてどのやつがいいかとい

うことでなくて、やっぱりその数字の出た根拠というか、それは要するに定数特例に

踏み込むこの小委員会の考え方ということをまずきちっとベースを置いて、そこから

いけばどれがいいかというおのずとその理論に合った数字というのは出てくるわけで

す。そのうちから選ぶと。今はいろんな数字が出てきて、どれを選ぶかということの

基準というか、考え方をまとめておかないからこういうことになるというふうに思い

ます。今までかなりこの定数特例についても回数を重ねてきたわけなんで、私も前か

ら言っていたんですが、まず激変緩和という言葉が出ているんです。その考え方と、

もう一つは均等に定数の増えた分を足していくとかという、大ざっぱに言えば二つの

流れがあるわけですけども、均等に足していくというのは今の定数特例を考えた場合

はちょっと理論的にはおかしい話で、これは特例でないんだ。人数を例えば人口割で

足していくとかというのはたださじかげんをするだけで、これは住民が納得できる話

ではないんだ。あくまでも人口割でいった場合というのは、原則の場合はそれでいっ

ているわけですから、特例を使うということは、その延長にあってはこれは特例とし

て私はあまり意味がないと。特例というのは、それとまた別の考えで今の激変緩和と

か、そういう格好で若干それを見直していく、あるいは別の方法でそれを若干考える

ということですので、そこのところをやっぱり少しきちっとしていかないと、例えば

鶴岡市さんの３９でしたか、原則を何かちょっと変えたような、人口割でそれをまた

足していくとかというのも、これは全く私は無意味な議論だと思うんだ。そんなこと

で、今この３４にどれだけ足すかということの根拠の中のなぜそういうふうなことが、

特例に入る場合の基準というのがここで何を理由にしてその特例を我々が進めるかと

いうことをきちっとしていかないとこれは解決できないと思うし、それがきちっとす

ればおのずと、だめなやつが今度外れてくるわけですから、残った一つか二つのうち

から選択するということになりますので、まず私はそういう議論を若干やって、その

数字をどの辺が適当になるかということに、ひとつ委員長からその辺のところをやっ

ぱり聞いていただきたいというふうに思います。 

 

〇榎本政規委員長 基本的には、私は定数特例に踏み込む理由の一つとしては議員の定

数の激変の緩和であろうと。その激変の緩和がじゃしからばどこが対象になるのかな

と考えれば、やっぱり一番少なくなる、３４を単純に割れば１しかいない朝日村さん

のご意見を聞きながら進めていくのが筋でないのかな、その辺のことで激変の緩和を
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どう進めていけばいいのかなということになるのかなと思っています。ただ、これは

私だけの意見ですので、皆さんからその辺、例えば定数を４２にした、あるいは３９

の意見は、今言われたとおり鶴岡の場合は単純な人口比だという、それは激変緩和で

なくて、原則をただ加算しただけだというような意見でありますけど、その他いろい

ろ話が出た中で、その激変緩和の基本的な考え方についてご意見等ありましたら、ど

うすべきか、定数特例に入るときの激変緩和をどう捉えてその定数を決めていけばい

いのかということに対してご意見等ありましたら、もうざっくばらんで結構だと思い

ますので、個人的な見解、あるいは町を代表する見解でもよろしいかと思いますので、

ひとつお願いをしたいと思います。 

 

〇本城昭一委員 鶴岡の３９人というのが何か一人歩きしているわけでありますが、先

ほど言いましたように、３９というのは鶴岡としてこれをまとめていくための三つ目

の物の考え方です。３４人の原則オープンというのが１番目であって、これじゃ前に

進まないだろうと、そして空白区が出るご心配されている地域もあって、そこからも

議員が出るようにするためにはということで３４の選挙区選挙を提案したわけであり

ます。それでもまだ１人だということで、やっぱり複数ほしいなということになれば

３９でしょうと。なぜそういうふうになるかというと、私どもの議会の中での議論は、

先日もそうでありましたが、新設、対等合併であるからこれは人口比でいくべきだと、

これが基本的な議論であります。それに基づいて数を調整すると３９人になりますと、

こういう話をしただけであって、３９名を提案しているわけでありません。その辺を

誤解なくお願いしたいなというふうに思います。 

  それから、きょうのご意見の中で、羽黒さんから具体的な数字は出ないとしても、

定数特例の方向で検討していくんだと、こういう考え方で受けとめましたけども、そ

うだとすればほぼ全市町村が定数特例を容認して全体をまとめていきたいという、そ

ういう方向に動き出しているのではないかなというふうに思うわけでありますので、

これは私どものほうでも議会に持ち帰って、もう一度この各町村さんのご意見を踏ま

えながら鶴岡市の議会としての意思調整をするための機会をいただきたいなと、ここ

でだめでしたという結論を協議会に戻すんじゃなくて、こういうふうに一歩進んだよ

うな気がしますので、これを持ち帰って、そしてもう一度検討する時間をいただきた

いなと、こんなふうに思ったところであります。 

  それから、定数特例をなぜ検討するかという三川町さんのご意見がございました。

私どもは１５万５，０００人に人口は増えますけども、新しいまちをつくるわけです

から、法定の上限でオープンでやることが住民に説明がつくと、これを最初から主張

してきたわけであります。特例を採用しますと、７市町村それぞれの特例を主張する

からこれはまとまるはずがないと、こんなことで原則を主張してきたわけであります。

しかし、皆さんもご承知のとおり、そこから一歩も前に踏み出せないと。そして、こ

の重要な大事業が議員定数のところでストップして前へ行かないと。これは、やっぱ

り議員として大問題ではないかなと、住民に対して大きな問題ではないかなというこ

とで、前に進ませる方向として定数特例の提案をしたところでございます。その定数

をどう定めるかというのは、これはやっぱり原則を主張しているわけですので、原則

を基準にしながらどう定数特例に展開していくかということを考えながら、３４名の

選挙区、そしてさらに朝日村さんを複数にするという意味で３９という数字も出たわ
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けでありまして、特に根拠なしに物を言ってきたということではないというふうに私

は思っております。 

  なお、最初原則で、そういう方向での提案をしたということに対しては、私は鶴岡

市の合併検討委員会の委員からおしかりを受けたと、妥協し過ぎだというおしかりを

受けましたけども、やっぱり合併というのは私は妥協の産物でできる部分がかなりあ

ると、こういうふうに思っておりますので、そのおしかりはあえてお受けしながら鶴

岡市議会の意見をまとめる努力をしてきたつもりでありますので、きょうの各町村の

主張を受けて、鶴岡でももう一遍この各町村の意向を伝えて検討したいと、そういう

時間を、機会をいただきたいなと委員長に申し上げたいと思います。 

 

〇斎藤助夫委員 私からも３点ほどご意見を申し上げたいと思いますけども、まず最初

に櫛引の菅原委員のほうから新聞報道のお話ありましたけども、私も新聞見まして、

山新と荘内日報では微妙に違いまして、荘内日報のほうには原則は３４ですけれども、

そうしながらも定数特例とかいろいろなものについても検討をする余地はあると、そ

ういう報道でしたので、その辺のところちょっと新聞社によって微妙な違いもあった

かなと思いますので、真意はただ今うちのほうの本城委員からお話されたとおりだと

思います。 

  それから２点目は、三川の大滝委員のほうからお話あったわけですけども、大滝委

員さんはこの委員会の副委員長でもあると思いますので、その議論は十分尽くしたと

は申し上げませんけれども、そうした議論を踏まえてこの定数特例ということに来た

わけですから、その辺のところは先ほど委員長お話ありましたように、これから進め

ていくべきだと思いますし、あと最後３点目は、前回も委員長さんからはきょう数字

的なものが具体的にまとめる方向にいけないのであれば、法定協のほうにその旨報告

したいということをお話されたわけです。きょうもその確認されたわけですけども、

今のところ４通りぐらい、定数特例にした場合どういう数字がいいかということで、

三川の大滝さんからはいろいろな批評もありましたけれども、それぞれ数字が出てき

ておりますので、今うちのほうの本城委員からもお話ありましたように、いろいろそ

れぞれの町村で議論した上で出てきたこの定数特例の数字の調整につきましては、委

員長としては今後どのように進めていかれるのか、その辺のところもお聞きできれば

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〇榎本政規委員長 まさか鶴岡から私に見解を聞かれるとは思っておりませんでしたけ

ども、私としては一応全体法定協に今月中旬までということでありましたもんですか

ら、きょう回答を持っていきたいというつもりでおりました。すべての議会から一定

の数字が出れば、この中でその数字の根拠を皆さんからご意見等をいただきながらま

とめて数字を出していきたいと思っておりましたが、羽黒町さんからは数字は出てき

ておりませんので、きょうここの場で決めるというのは非常に難しいのかなと。なお

かつ、鶴岡の本城委員から、あるいは温海の佐藤委員のほうから数字が変われば再度

持ち帰りたいというような意見があったもんですから、きょうのこの場は意見交換の

場にして、その中でしかるべき数字を検討しながら再度持ち帰っていただくと。１度

延期をしておる関係上、これ以上もう一度延期をさせてくださいというのはもう今回

がぎりぎりなんじゃないかなと、今回だけでないのかなと思っていますので、きょう
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はそういう意味で激変緩和とは何ぞや、あるいは何人にすればどういうふうな形にな

るのか委員の皆さんが持っている意見を全部出していただいて、その辺でしかるべき

形のものを各議会に持ち帰っていただくような形しか取れないのではないのかなと思

っております。委員長としての最終的な腹づもりは最後のところで皆さんにお話をし

ようとは思いますけども、今現在は皆さんから持っている意見を全部出していただく

というふうな形で、先ほど大滝副委員長さんから言われたとおりもう少し意見を出し

合って、その集約する方向を詰めていければなと思いますので、お願いを申し上げま

す。 

  羽黒町の山口委員さん、そういうふうな考え方で、ほかの議会でも羽黒町さんが定

数特例まで踏み込んでくれたんならもう一度持ち帰るというような形ですけども、も

う一回の形で羽黒町さんとしてある程度の数字の集約、あるいはその数字まで踏み込

める状況にあるのかどうなのか、その辺の見解も含めて、その他のことについても結

構ですので、ご意見をいただければと思います。 

 

〇山口 猛委員 羽黒町としては、先ほど副議長が報告したとおりであります。まず、

回数重ねていますが、在任特例が羽黒町の議会としての主張になっております。しか

し、この委員会の状況なんかもつぶさに会議録を通して報告をしております。そこで、

定数特例について２回ほど協議を重ねてきたわけですが、やはり先ほど本城委員もお

っしゃっておりましたが、新しい市をつくるということですので、私も原則が基本だ

と思います。しかし、合併特例法で認められております在任特例、定数特例、これ二

つあるわけですので、全国の中で合併している市町村には在任もかなりあるわけです。

定数もあるわけです。原則もあるわけですが、１５万５，０００という、鶴岡１０万

ですので、町村部が５万５，０００として、鶴岡市さんの場合は現在２８名から原則

でいけば２２と、周辺町村の場合は１５名、１６名、１８名の中から２人か３人とい

うことですので、オープンの場合は別ですが、定数特例を採用した場合は議員は激変

するわけですので、鶴岡市さんから見れば町村の痛みは私は相当住民にとっては大き

いものではないかというふうに考えております。それで、いろいろ町民の声を聞きま

すと、基本は原則だけども、在任を主張している町民は数多くはないわけですが、定

数特例もという町民も多くおります。 

  そこで、この７市町村がいろいろ考え方は違うと思いますが、やはり数を重ねてお

りますので、原則ではいけないと、在任特例でもいけないと、こういう結論になった

場合、この定数特例ということが、委員会として法定協に定数特例でいきますと報告

しなければならないと思いますが、その定数特例の場合に関しては、やはりきょうこ

の委員会として、羽黒は何人と、鶴岡何人というような案を出していただかないと、

持ち帰ってもこれはまた前と同じ、羽黒の主張は在任だと、これで私はまたまとまっ

た意見が持ってこれないというよう状況になると思います。そこで、この委員会でき

ょうまとまったというか、人数的なものを出されなかった場合はあとは法定協に委ね

るしかないのではないかと、このように思いますので、定数特例を採用した場合、こ

れはあくまでも採用した場合ですので、これはきょう決めたほうがいいのではないか

と、人数も含めて。そのほうが持ち帰って各議会で議論をするにもいいのではないか

というふうに思いますが、どうでしょうか。 

 



 11 

〇榎本政規委員長 基本的には、私この場で今山口委員さんから言われたとおり最終的

な案は出そうとは思っていますが、その前に皆さんから出ている数字がいろいろある

もんですから、もう一つは櫛引町さんが主張されました３４なんだと、３４で選挙区

でやったときに鶴岡が２２から２１になって、朝日を２にすれば３４の法定定数でで

きるということに対して、皆さんこれについても一つの提案として出されているわけ

ですので、この辺についてはどうお考えになるか。これはせっかくの提案ですので、

とりあえずプラス１になる朝日村さん、あるいはマイナス１になる鶴岡市さんがどう

捉えるかです。いや、それはとても各議会には持ち帰れないとなれば、櫛引町さんに

は大変申しわけないんですけども、そういう形になるのかなと。とりあえず利害関係

の有無、利害関係と言ったら大変申しわけないんですけども、その辺ご意見ありまし

たら。 

 

〇本城昭一委員 今の櫛引町さんの提案鶴岡が当時者なようですので、他の町村が意見

を言う問題じゃなくて、鶴岡が見解を言う問題だろうなと、こんなふうに思ったわけ

でありますが、しかし鶴岡が１減らして朝日さんを２にするという、こういう１市１

村間の調整なんていうのはこの会議の中で私はあり得ないと。全体で決めていく問題

であって、鶴岡１減らしてその分朝日に足すなんていう、そういう調整は私はないと

いうふうに思います。ですから、そういう住民にとってわかりにくいやり方でなくす

るために原則が大事だということを言ってきているわけでありますので、そういう意

味ではこのことは鶴岡としてはおそらく特別委員会で、ああ、よろしいなんて話には

絶対ならないというふうに思います。そういう中身の調整というのは、やっぱり考え

方から大きく違ってきているなというふうに思いますので、そういうことは持ち帰ら

ないとこれわかりませんが、私としてはそういうことを半分承諾したような形で議会

に持ち帰ってどうしますかという提案はできないというふうに思います。 

 

〇進藤 篤委員 朝日村に関して今話題になっているわけですが、朝日村の場合は私も

前々から言っていましたように、１ではなかなか大変だろうなということで、大変皆

さん方には心配をかけて配慮をしていただき、本当にありがたいなと思っていますし、

今回の３４のこの定数のプラス１、マイナス１の件に関しても、これは私のほうにと

っては非常にありがたいことですけれども、あくまで私のほうは２ないし３というこ

とでの複数を出したいもんだということで今までもお願いしてきたわけですし、数字

も何かそういうふうな方向であってほしいし、お願いしたいもんだということでござ

います。 

  それから、いろいろきょうも話題になって、定数特例を採用する方向での話し合い

は大分進んで、同じ土俵の中に上がったような気がしますが、いずれにしても先ほど

も話になっていましたけれども、今回のこの定数の関係の小委員会にしても、結論を

本当は１２月年内にということであったわけだけども、今回まで延びたという経過が

あるわけですが、今までの約束事は非常に大きいものかなというふうに思います。そ

れで、今これだけ話し合いが詰まってきた段階ですので、あまり先延ばしするのもど

うかなと思いますが、せいぜい今おおよそ同じ定数特例という線が出た以上は、もう

１回か２回ぐらいの延長はやむを得ないのかなと私は思いますし、だとすればまた

我々もこの場ですぐ決定するというわけにもいきませんので、やっぱり持ち帰りも必
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ず必要で、それぞれの市町村の議会に持ち帰っての相談もしなければならないわけで

す。そういう意味でも、より具体的な数字を出して持ち帰るという方法のほうがベタ

ーなのかなというふうに思いますし、鶴岡市さんも持ち帰ってということであります

が、今の３４のプラス１、マイナス１に対してはという意見もありましたし、櫛引さ

んの原則の話も今話題になっているわけですが、その辺のことも歩み寄りながらやっ

ぱり具体的な数字を持ち帰る、そういうもう後はないというような覚悟で臨めれば一

番いいのではないかなと考えているところです。 

 

〇榎本政規委員長 今朝日村さんからも、それから先ほど羽黒町さんの山口委員さんか

らもお話になりましたとおり、今ここには七つの市町村議会の議長さんなり特別委員

長さんなりが参加しているわけですけれども、大体意見の集約としては定数特例を採

用し、なおかつ定数特例を採用するということは、先ほど言いましたとおり、激変緩

和の関係で選挙区設置をするということで、この認識だけは共通の認識に立てるのか、

それでこの論議を進めていけるのかというところだと私は思うんですけども、そのこ

とについてご意見等あれば。それが大前提で、数字が出てくるのはその後なのかなと。

定数特例ですべての議会として持ち帰って検討しますと。検討してしかるべく答えを

持ってきますと。当然定数特例を採用した場合は、その選挙のあり方は選挙区ですよ

ということのそのテーブルに皆さんの議会が立てるという認識がなければ、数字を持

ち帰ってもこれまた意味のない形になるのかなと思いますので、それだけ、いや、違

うぞと、まだまだ原則もあるし、在任もあるんだということであれば、今数字を持ち

帰っても答えが出てこないおそれがあると思いますので、その辺についての意見はど

うでしょうか。 

 

〇榎本政規委員長 なければ、この場ではもう庄内南部の合併について、議員の定数に

ついては定数特例を採用すると、なおかつ各市町村ごとの選挙区設置で選挙を行うと

いうことでよろしいでしょうか。異議のある方はおりませんか。櫛引町さんのご意見

等…。 

 

〇菅原 元委員 今まで様々議員定数では櫛引町でも議論してきたわけでございますけ

ども、その中でどこの市町村も在任特例、あるいは原理原則、定数特例という三つの

意見を持った議員がいるわけです。その中で、定数特例というのは櫛引町の場合も１

ないし２人の議員の主張なんです。ですから、定数特例というのは原理原則、あるい

は在任特例の中で歩み寄りをするための一つの産物なわけです。ですから、例えばこ

の場で定数特例を採用するんだということでなくて、やはりもう一度それぞれの市町

村に帰って話し合わないと、なかなかこのことは難しいのじゃないかなというふうに

自分は思います。 

  それから、櫛引が原理原則を主張している一つの決め手の中にも、例えば地域審議

会はどうあるのか、これはきちっと設けていただきたい、それで原理原則なのだと、

そういう話でありますので、もしできればこの場でも地域審議会等のあり方も一緒に

議論していただければ、これは地域審議会を設けるんだということであればまたほか

の町村も様々な意見が出てくるのではないかなというふうな感じがしますけども、そ

のことはどうでしょうか。 



 13 

 

〇榎本政規委員長 地域審議会の話まで出ましたけども、地域審議会についてはこの議

会議員定数等検討小委員会でも話題になりましたが、私としては議員定数と地域審議

会はリンクするもんではないというふうに思っていますので、なおかつこの地域審議

会についてはこの場で検討するもんではないと思っていますので、専門小委員会があ

るわけですから、その中で各議会の委員さん、あるいは有識者の代表が出ておる関係

上、この場でなくてそちらですべきでないのかなと。議員定数と地域審議会は、イコ

ール、あるいは密接に関係するもんでは私はないというふうに思っています。これに

ついて、もう既に私はこの地域審議会の話はこの委員会の話し合いの中ではやらない

というふうな認識でやってきましたもんですから、ちょっとその辺の意見。 

 

〇齋藤 久委員 議員の定数についてこの検討小委員会でも回を重ねていろいろ議論を

してきましたけれども、今もってまだ決定していないという背景には、今も話出まし

たけれども、新市の名前の決め方もまだはっきり決まっていない、あるいは地域審議

会の設置の問題、それから行政組織機構の取り扱い、建設計画もまだはっきりしてい

ないわけです。この問題はここで議論するのではありませんけれども、やっぱり何ら

かの特例を使わせていただきたいという、それぞれの町村議会の意見としてはそのよ

うなことがはっきりしていないので、なかなかその定数の問題にも具体的に歩み寄っ

てこうだというところが出てこない原因があるのだと私思います。ただ、合併期日が

来年の３月３１日までという期限もありますので、先ほどいろいろな議案を早く決め

なければならないということを考えると、この定数の問題についても早く決定をしな

ければならないと私も思っております。 

私は藤島町の代表の委員ですので、藤島町が先ほど委員長から話出ましたように、

４８人という、３４人の原則に各自治体が２人という数の線を崩したくはありません

けれども、ただそういう話をいくらやっても決まりませんので、ある程度の歩み寄り

というのは考えていかなければならないと思います。その数というのは、今いろいろ

出ております具体的に私は３４人から４８人の中ではないかなと思います。ですけれ

ども、鶴岡市の主張する単純人口比率の３９人という決め方でなく、やっぱり今まで

いろいろ議論をしてきた背景には先ほど言いましたような問題を抱えて、実際１２７

人という現在の議員数町村では９９人です。それが原則になりますと１２人に激減す

るわけです。ですから、その辺を考えて、単純人口比率である３４人というその数字

に平等性と申しましょうか、それぞれの自治体に２人なり、私たちの主張する４８人

は崩したくはありませんが、場合によってはもっと減らした数でもいいのではないか

なと考えます。きょうその具体的な４８人から３４人の枠の中で数字を出して、その

数字をもう一度それぞれの議会に持ち帰ってそれでいいか悪いかということを決めな

ければ、いつまでも延ばしてもどうかと思いますので、それも決まらなければこの検

討小委員会では答えは出せないという答申を出してもいいのかなと思います。私とし

ては、答申を出さないということよりも、きょう頑張って３４人から４８人の中で数

字を出してもらいたいと思います。 

 

〇進藤 篤委員 先ほど櫛引の議長さんから地域審議会のことが出ましたけれども、こ

の会でも委員長言うように地域審議会のことは話題にした経過があったわけですが、
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これは私と委員長の考えの違いで、私はやっぱり取り上げてやるべきだったなという

ふうに思っていますけども、ここに来た以上はしようがありませんし、もう期日も迫

っているわけですので、それはそれとして、本当はそういう地域審議会を設置すれば

原理原則でよかったかなと私も思います。だけども、いろんな関係で目に見えないも

のがあると、住民にも不安があるということでの出発であったわけで、だとすれば特

例法を使うべきだろうなというふうに思ったわけでございまして、今ここまで来て、

これは委員長と見解の相違を言ってもしようがありませんけども、非常にこのことは

大事なことであるし、今後これも、私も第一小委員会でやっていますけども、この地

域審議会なんかも大分話題になりましたし、やるべきだということで委員会の意見の

一致は見たところですので、それはひとつ申し添えておきたいというふうに思います。 

 

〇榎本政規委員長 地域審議会の話、地域審議会は私はあくまでも第一小委員会でやる

べき問題であって、ここの委員会で地域審議会をつくることを前提に議員定数を決め

ますというのはちょっとそれは違うんじゃないかなという意見でありましたものです

から、その辺はちょっと誤解で、地域審議会は要らないというんじゃなくて、この議

員定数に地域審議会を設置することを附帯条件にするというのはちょっと違うやり方

じゃないかなというふうな考えを持っていましたので、そう言わせていただきます。 

  その他いろんな意見ある方、相当この辺は大詰めに来ているんで、あと私としても

決断をしなければならない時点に来ているのかなと思いますので、ひとつほかに意見

がありましたら。 

 

〇須藤栄弘委員 今まで多大な経費と時間をかけてやってきているわけですし、いつま

でも延ばしていいという性格のものではないだろうと思います。それと、この場での

方向性というものを大きく認識をすべきだと思います。そして、それに従って各自治

体が努力するということだと思います。現在の定数特例の持つ意味というのを十分に

考えて、これは大変難しい話は当然だと思いますし、一定の方向性は当然認識して出

していくべきと思います。それと定数につきましても３４から４８とあるわけですけ

ども、これがどの辺が妥当なのかということを一定の候補的なものを出して、きょう

ここでは無理と思いますし、あまり時間をかけないで結論を出すべきでないかなと思

っています。 

 

〇榎本政規委員長 私の力不足で申しわけないんですけども、一つ私はここで議会議員

定数等検討小委員会に任された新市の議員の定数及び任期について、この場で決まっ

たことが各議会に持ち帰って最終的には議決を経なければならないという、その議決

をもって最終的に私たちの任務は終わるんだろうなと。ここで定数だけ決めて、議会

に持ち帰って最終的に基本４項目なり他の調整項目なんかがすべて議会にかかったと

き議員定数が気に入らんから議会が否決をするというようなことのないようにという

ことで慎重な審議をしてきたつもりでおります。各市町村議会のご意見等も入れなが

ら、議員の定数は何人なのかということでありますが、大体意見も出尽くしたようで

すので…。 

 

  （何事か言う声あり） 
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〇榎本政規委員長 それじゃ、もう一つ朝日村の進藤委員さん。 

 

〇進藤 篤委員 鶴岡市さんにちょっとお伺いしたいと思うんですが、先ほど櫛引さん

の案の３４のプラス１、マイナスの１の分はそれはないよということで聞きましたが、

持ち帰って検討するという話でありましたけども、この中の幅がそのほかにも人数の

幅があるわけですけども、全部持ち帰ってという考えなのか、その辺のもう少し突っ

込んだところの意見があれば聞かせていただきたいと思います。 

 

〇本城昭一委員 突っ込んだことかどうかちょっとわかりませんが、きょうは先ほど言

いましたように、大部分の町村から定数特例の方向というのが私は確認されたという

ふうに思います。その中で、４２名、３４名、４８名と、そういう数字も具体的に出

たわけであります。鶴岡も定数特例の方向を否定しているわけでありませんが、こう

いう人数というのはきょう初めて出そろっているわけですので、鶴岡は定数特例の上

限として３９という提案をしているわけですが、これと比較しながら今出た各町村の

数字をまた持ち帰って特別委員会あるいは議会で議論したいと、こういうことであり

ます。その中には当然櫛引町さんから３４名という特例が出まして、その中で鶴岡の

１名を朝日村さんのほうに調整をしたらどうかと、こういう案もあったわけでありま

すが、これは先ほど言いましたように、私個人としては初めてお聞きしましたので、

そういう調整というのはないのではないかと。そうしたらほかの町村からうちのほう

にも１名分けろと、こういう話になってくるわけですので、そういうのはとても私は

ここでオーケー出せないし、ただ先ほど委員長も言ったように、最終的に私は議会の

代表としてここに出てきまして、ここで定数の問題についてある程度方向性を見いだ

したら、これは鶴岡市議会に首長が提案するわけです。そのときに否決されてはなら

んということ、そういう責任は私はあります。首長が提案して結果的に鶴岡の議会で

否決されましたなんて、そんな格好の悪いことできませんので、鶴岡の市議会で通過

する、あるいは議決できるような方向に持っていくための意見を申し述べております

ので、そういう意味で今進藤さんからご質問ございましたように、櫛引町さんの先ほ

どの提案も含めてきょう出た提案はもう一度鶴岡では検討する時間がほしいというこ

とで委員長に先ほど申し入れたところであります。 

  それから、余計なことですが、地域審議会というのは何を誰がどのようにやるのか

というのは私まだよくわかりません。そういうものを決めていくのが第一小委員会か、

あるいは全体の会議の中で、学識経験者も含めた検討の中で決めていくものであって、

定数を検討する議員が定数とのかかわりがあるからとここでその地域審議会の議論を

していくということはどうも私はなじまないのではないかなと、そんなふうに思いま

す。 

 

〇佐藤甚一郎委員 地域審議会のことが今話題になっているわけで、これは話題にすぎ

ないというふうに考えればそれはそれで整理がつくものだというふうに思います。た

だ、私どもはやっぱりどちらかといいますと、町村側に立ってみた場合には、町村の

今まで積み上げてきたものをこれから新しい市にどういう形で引き継いでいくのかと、

ここのところが大変心配だと。そのためにはどういう制度が必要なのかと、どういう
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制度がいいのかと、そういうところをやっぱりいろいろ考えます。そういう中で、や

っぱりこの地域審議会というのは、これは必要だというふうに考えます。ここで議論

をする幅はあまりないとは思いますが、意見としてはそんなふうに考えています。た

だ、そのやり方、方法というのは、これはまず様々にあるようでございまして、しか

しあくまでも審議会でありまして、これは長の任命する審議会と。予算の決裁権は長

が持つ、こういう審議会であるべきだというふうには考えますけれども、そこのとこ

ろはこの定数を考える場合にも、一番先に私どもの頭にあるのは、これからどうなる

んだという、そこのところの心配がやっぱりとにかく議員の数を確保しようと、なる

べく多く確保しようと、こういう発想に当然結びつくわけでありますから、最初の始

まりはそうだったと思います。それが今改めて地域審議会というものの持つ意義とい

うものについて、検討するのは別の機会でやりますけども、しかし頭の隅にはやっぱ

り私どもの中では決してぬぐい去ることのできない部分でもございます。 

  それから、議員の定数についての考え方です。一つは、やっぱり激変緩和という、

先ほど数字をもって、羽黒さんからだと思いますが、あるいは藤島さんからもそうい

うお話がございました。激変緩和というのは、鶴岡市さん対町村という考え方は、こ

れはあまりに鶴岡市さんが大きいもんですから、いかにしてもそう考えてしまうとい

う部分があります。そういう中で、選挙区を設けるということになれば、一票の格差

というものがどれだけ許されるのか、どれだけが適当なのか、そういうことをやっぱ

り考えます。その際に一票の格差は選挙区をもってしても倍以上にはならない数、倍

を超えてはならない数というものがやっぱりこの辺で考え方としては整理されるもの

ではないかというふうに考えます。そうしたような意味合いをもって、４２という私

どもの提案は、これを割り振るとなるとなかなか難しい部分はたくさんあるんですが、

いずれにしても選挙区を設けた場合に一票の格差の適正なるものは、鶴岡市さん、市

部の２２と、それから町村部の２０と、これが適当な数ではないかというふうに考え

ます。 

 

〇榎本政規委員長 ほかにご意見。 

 

〇菅原 元委員 今庄内で三つの枠組みで法定協をされているわけですけども、特に余

目、立川も最近議員の定数についていろいろと議論されているようですけども、在任

特例は活用するようですけども、それ以後の法定定数をどうするのかという話をされ

ているようです。それで、その法定定数より２名を減じて決定しようという話がされ

ている中で、例えばそういう状況の中で住民は原理原則、法定定数より増やすという

ことが果たして理解を得られるのかどうか、そのことについてもやはり慎重に議論を

していかなければならないのではないかなというふうに思います。特にそういう近隣

の庄内全体の中でも、庄内北部、あるいは中央と申しますか、余目、立川の考え方も

あるようですし、この南部だけが議員の定数を増やしていくということが住民から理

解を得られるのかどうか、そのこともやはりこの場で慎重に議論していく必要がある

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇榎本政規委員長 今菅原委員から言われた市民の理解、あるいは町民の理解が得られ

るのかということに対して私なりの考えとすれば、やっぱり３４オープン選挙が原則
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とはいえ、空白区ができる、これはやってみなければわかりません。これが一番とい

うのは誰が考えてもそのとおりだと思うんですけども、在任特例という考えもある中

で、やっぱり構成町村の中に議員が一人もいなくなるということに対して、定数特例

を採用した場合、激変緩和のためにある程度の定数が増えるということは、これは法

律上も認められていることに対して、私はべらぼうな数でなければそれは市町村民は

納得してくれるもんではないのかなと思っています。この辺について皆さんご意見等

あれば。私は、そう思って定数特例に委員長として踏み込んだ次第であります。個人

的にはやっぱり皆さんと同じとおり、新しい市の議員は新しい市の市民全体で選ぶべ

きだということから考えれば３４の原則になるんじゃないかなと思いますけども、そ

れだけでは済まないというもろもろのものが積み残されていく可能性も全く否定でき

ないわけで、その辺のことを考えればその人数が、じゃ１人ならいいのか、３人なら

いいのか、５人ならいいのかというのはちょっと難しいところがあるかもしれません

けども、その辺はそう思っています。 

 

〇遠藤純夫委員 この定数というものは、やはり住民が一番関心を持っているものでは

なかろうかというふうに思われます。そしてまた、我々も一番の重要な問題かという

ふうに思って今までも議論してきたわけであります。そんな中で、やはり今うちのほ

うの議長も申し上げておりますように、また様々な方々から今まで出てきているもの

は、やはり町村では合併に対しての不安がまだあるわけです。その不安は、今審議会

云々というものが出てきておるわけですが、やはりこの定数と審議会とこれは我々は

大変密接な関係があるのではなかろうかというふうに思っておるわけです。これも先

ほどからありましたように、審議会というものわからないというような意見もあるよ

うでありますが、この辺はこの定数が、今まで櫛引町であれば１５人であったわけで

すが、これが１人か２人というふうになりますと、やはり今までこの合併に対する不

安が非常に大きいわけです。それを何とか住民からこの不安を取り払っていただくに

も、やはりこのような審議会が重要ではなかろうかというのが我々の今の主張のねら

いであります。そして、また我々櫛引は３４名という原則を出しました。これもやは

りこの合併に対しての定数が３４が原則というような形の中で、大変私たちの議会も

勇気があったのではなかろうかという結論ではなかったかというふうに思われます。

それでありますので、やはりこの３４名の中で何とかこの町村に空白区を残さないた

めに検討するのがこの委員会ではなかろうかというふうに思われますが、その辺につ

いてはいかがなものでしょうか、ひとつお伺いをいたしておきたい。 

 

〇榎本政規委員長 今櫛引町の遠藤委員さんのほうから話ありました３４の中で定数を

考えるということで、先ほど言ったとおり、プラス１、マイナス１なわけですけども、

これは当該町村以外の、櫛引町さんはそういう見解ですので、残りの４町さん、温海

さんにしろ、三川さんにしろ、羽黒町さんにしろ、藤島町さんにも今度は投げかけら

れているというふうに考えますけど、その辺については先ほど朝日村さんと鶴岡市さ

んからはお話お聞きしましたから、その他の皆さんから、いや、３４なんていうのは

検討するにも値しないのかどうなのか、そんなことを言っては大変櫛引町さんに申し

わけないんですが、そういうことをお聞きしたいということでありますので、とりあ

えずその４町の中で、じゃ温海町の富樫委員さん。 
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〇富樫栄一委員 この検討委員の中でも大筋で特例を使うというような認識の基でやっ

ているわけですけども、今また原理原則へ戻るということは一歩後退につながるので

はないかなと、そう思っています。 

それから、先ほどうちの議長が申しましたけども、４２名というのは、特別委員会

の中では定数特例の６８になるべく近い数字にというような意見も大多数あったとい

うことを申し添えておきます。 

 

〇榎本政規委員長 櫛引町さんの３４の鶴岡が２１で朝日を２にするというのはこれ原

則かもしれませんけども、２市村間での取引みたいな形になるわけですけども、これ

も一つの定数特例であるということは、定数だけが３４だというだけで、人数につい

ては取引と言ったら悪いんですけども、変化していますんで、これも定数特例の一つ

だと思うんで、原則に戻ったという考えでは櫛引町さんもないのかなと思いますので、

１人では大変だから１人を２人にするために一番多い鶴岡さんが少し冷や汗かいてく

ださいよということじゃないのかなと思います。その辺に関してはほかの町で、鶴岡

以外で意見があれば一番いいんですが。 

 

〇須藤栄弘委員 定数特例の部類には入るかもしれませんけども、それに値しないので

はないかなと思っています。説明の根拠はつかないと思います。これは、定数特例の

部類には入らないと思いますし、やっぱりもう少しこの定数特例という意味を慎重に

考えて、２市村間の取引みたいな感じも受けるわけですし、定数特例であれば全体的

な定数を考えていくという原点から考えれば、特例の部類には入らないと私は考えま

す。 

 

〇榎本政規委員長 ほかに。 

 

〇斎藤助夫委員 櫛引町から冒頭に提案されました３４の原則の中で、鶴岡１減の２１

で朝日に１をやると、それで原則の３４ということなんですけど、先ほどうちのほう

の本城特別委員長からお話ありましたように、私も基本的には変わりありませんけれ

ども、ただ一つだけ申し上げておきたいと思いますけども、去年の４月統一地方選挙

ありまして、鶴岡市ではいろいろ酒田の関係とか米沢、あるいは諸般の県内の動向も

見まして３２から４名減らして２８にしたわけでございます。その辺も含めますと、

鶴岡市の議員の大方の方は、先般の選挙で私どもも自ら４名減をしたと。そして、原

則の３４で人口割でいけば鶴岡市は２２と。それからさらに１減というのは、やっぱ

り先ほど本城委員からお話ありましたように、私どもの議会としても非常に厳しいの

ではないかと思いますし、あえて私から申し上げさせていただければ、例えばこれか

らどういう数字になるかわかりませんけれども、そういうもののまず前提、あるいは

基本とすべきものは、町村の中でその調整ができないものかなと、そんな感じをいた

しますので、まず私のこれは意見として一言だけ述べさせていただきたいと思います。 

 

〇榎本政規委員長 ほかに。３４の数字じゃなくても、いろんな形でのことも、時間も

大分、２時間と思えばまだありますが…。 
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〇大滝助太郎委員 委員長しばしば言っていますように、本来であれば１２月というこ

との中での延長に延長を重ねてきたということですので、これ具体的な数字としても

いろいろ出ているわけですから、私はやっぱりこの辺で委員長提案というふうなこと

も出てもいいのではないかと。結局これは裏を返せば鶴岡市でどこまで歩み寄ること

ができるかということも非常に重要な要素になっておりますので、これはやっぱり今

後合併後のいろんな運営についてもその辺鶴岡市がどのぐらい配慮をしていただける

かということもありますので、これだけ数字が出て、あとは何か歩み寄る一つの提案

がなければ、これまた何回繰り返して持ち帰ってもこれはもう全く行くところに行か

ないわけですから、やっぱりこの辺で、委員長さんもそれぞれの思惑は大体わかって

いますので、鶴岡市がある程度許せる範囲内で、きょうは鶴岡の議長というよりはこ

この委員長としての、町村でも何かこの辺ぎりぎりのところで何とかというふうな委

員長提案があれば、それを今回はここですぐ決定するということは難しいにしても、

その数字を持ち帰ってできれば次あたりでそれは決着するというふうなことにしない

と、これは回数だけ重ねて、聞いてみると議論はあまり進行しないで同じことを繰り

返しているだけですから、この辺でできれば委員長から提案をしていただいて、これ

を各議会に持っていくと。そうでないと、このまま持っていっては結局もういつにな

るかわからないということですので、委員長提案があれば私はひとつ数字を示してい

ただきたいというふうに思います。 

 

〇榎本政規委員長 皆さんいろんな意見をお持ちで、まだ言い足りないところがある…。 

 

  （何事か言う声あり） 

 

〇榎本政規委員長 じゃ、委員長提案の前に、鶴岡の本城委員さんのほうからご意見あ

るそうですので。 

 

〇本城昭一委員 私は、きょう具体的に４２名、３４名、４８名というような数字も含

めた見解が各市町村から出たわけであります。これを足して７で割ったなんていうよ

うな提案はこれできないわけでありまして、これだけ数字が違うわけですから、今こ

こで委員長に数字を含めた委員長提案をせよというのは本来無理だと。やっぱりこの

数字を持ち帰って、もう一度ここに持ち帰ったときに委員長提案が出てくるというこ

とはあり得ますけども、きょうこの数字を案分して委員長が数字を提案すると、そう

いう状況にはない。私も最初から言っておりますように、このように１市６町村それ

ぞれの見解があるわけですから、特例を認め合えばこういうふうになるというのは最

初からわかっていることであります。したがって、こういう状況になったときはやは

り原点に返るということで、原則に戻るということに委員長提案するなら、そういう

提案なら私は納得できますけども、この数字を含めて委員長に今出せというのは、こ

れは委員長がそんな責任を負えるわけはないと思います。そういう意味で、今の三川

町さんのようにここで委員長が数字の提案をしてということは、私は無理だろうなと

いうふうに思います。 
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〇榎本政規委員長 いろいろ委員長提案はというようなこともあります。ただ、これは

もう既に期限が１回切れて、２回目の期限ももう既に、今月は法定協はきょうが最後

でありますから、取りまとめをする委員長としてはここの場に入ってくるときに既に

自分の腹は、委員長提案をせざるを得ないのかなと思ってまいりました。ただ、今大

滝副委員長さん、あるいは鶴岡の本城委員さんの意見等がありますから、それでもあ

えて私は委員長提案をさせていただきたいというように思います。ということは、こ

れ以上進まない、議会がこれで答えを出せないということになれば、議会は自助努力

を放棄したということになるのかなと。一番恥ずべき事態に議会議員自らそこに追い

込むということはちょっと私はできませんので、鶴岡の議会なり鶴岡の特別委員長さ

んからおしかりを受けることも考えられますが、委員長提案をさせていただければと

思います。 

 

〇押井喜一委員 私は、このことに関してはまだまだ時間がかかると思います。今まで

も当然この場で協議された内容については各議会に持ち帰ってさらに協議するという

手順できましたので、一応ここで決まったということで報告というわけにはいかない

というふうに思っています。いろいろ合併協議会そのものについても、名前をどうす

るかというようなところもまだ決まっていないということでもありますし、期限とし

て答申を出さなきゃならないというようなことあるわけですけども、私はもっと時間

をかけなければならないんではないかと。答申を出さなきゃならないので、もう協議

しても前へ進まないと、あとは合併協議会、あるいは第三者にお任せということでは

なしに、今日までいろんな議論を踏まえて我々も議会の中でいろんな努力をしてまい

ったわけでありますし、さらに今定数特例という段階の中で議論されていると。その

辺の原則的な、基本的なところを決めながら数についてどうするかということに手法

を変えていかないと、すべて一括に議論したところでなかなか収拾がつかないという

ことではないかというように思っています。 

  先ほど藤島での今までの協議のことについて報告しましたけども、若干補足をさせ

てもらいますけども、１０万の鶴岡と合わせて６町村５万という構図の中で、単純に

もう人口比でいかないところにこの議論があるというところをまずお互いに理解しな

ければならないのではないかというふうに思っております。ですから、私どもとしま

しては、これから地域によっては議員が１人と、合併すれば垣根はなくなるというよ

うなことではありますけれども、そういった地域の中で今までそれぞれ５０年、半世

紀歴史をつくってきた町村、議会もあるわけですので、その中で１人あるいは２人と

いうふうな状況になってくると。これを解決するには、単純と言われましたけども、

基本的にそれぞれ藤島としては２人ずつ加算をして、その上に人口比の数もあるわけ

ですので、こういったところで最終的な方向を見いだせないのかという意味でご提案

を申し上げているわけであります。ですから、その辺のまず基本的なところを決めな

がら、もう少し私は時間をかけてそれぞれの議会の理解を得て初めて答申ということ

でいいのではないかというふうに考えますので、この点も本城さんも言われましたけ

ども、それぞれまた各議会で持ち寄って議論を進めなきゃならないということを踏ま

えてこの検討小委員会の方向づけもお願いしたいなというふうに思います。 

 

〇榎本政規委員長 今押井委員さんからそういう話が出されました。ただ、私は鶴岡市
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議会の中におるもんですから、委員長ではありませんが、端的なことを申し上げれば、

時間がかかればかかるほど原則に、原則に、原則にという形に進んでいくと思います。

これは非常に言いにくいんですけど、議会の議員を議員に決めさせるから時間かかっ

ても決められないんだという、これは悪いですけども、偽らざる市町村民の声だと思

います。先の法定協でも申し上げましたが、決められないんだったら市民が決めてあ

げますよというのも、これも市民の声だと思うんで、時間をかければ、ここまで大変

すみませんけども、３月２７日の第１回から第９回まで、ことしの春の統一地方選挙、

夏の第２弾の統一地方選挙の以前からこの議員定数は検討されてきたことであります。

確かに中身について見えない段階で議会議員が議員定数を決めるというのは非常に難

しいことだし、地域審議会の問題もクリアしていないんじゃないか、名前の問題もク

リアしていないんじゃないかと、その中でどうして議員定数を決めなきゃならないん

だという、この意見もごもっともだと思いますけども、少なくとも１５万５，０００

の議員の法定定数は３４ということは法律で決まっているわけで、その辺のこと、そ

れから６８までの定数特例があるんだと、それから１２７の在任があるんだと。じゃ、

在任特例が市町村民の理解を得られるか、その辺を考えていけば、私ども議員がもう

少し時間をかけて、もう少し時間をかけてという時間的な余裕が、じゃもう１か月か

ければ答えが出るのか、もう２か月かければ答えが出るのかというのは私は違うんじ

ゃないかなと思っていますので、これは先の１２月１日のこの検討小委員会でもなお

１か月ということで、１月の中旬までにということで法定協のほうから理解を得てこ

こまで進んできたわけで、それを再度今回も延ばしていただかなければならないわけ

で、法定協で、いや、決まらないんだったらと言われた場合には私どもは白紙で法定

協に返さざるを得ないわけで、少なくともあと１回、あと２回ぐらい、あと２回にな

りますと、２月の末か３月の初めに全体法定協はなっていくとすれば、３月定例会で

各市町村議会で議決を経るんじゃないですけど、論議していただく上でも、２月の頭

の法定協には回答を出さざるを得ないというのが私の考えです。その辺も含めて皆さ

んからご意見あれば、ご意見なければ、３４から４８までの数字が出ているわけで、

その辺で私の考えてきたことを申し上げながら委員長提案をさせていただければなと

思っているところであります。 

 

〇本城昭一委員 最終的にまとまらなければ、結論が出ないという答申をお返しするの

か、あるいは全体の流れの中でもう一度この会に委員長提案をして、その検討を各市

町村からしていただくという方法を私は否定するものではありません。委員長提案を

否定するものではありませんが、きょう初めてこういうふうに人数が出そろったと。

羽黒町さんはきょうの結果を見て検討するということでありますが、ある程度の人数

が出そろっているわけでありますから、この段階で委員長提案というのは非常にこの

会の方向性を決定する重要な役割を、意味を持っているものですから、そこで数字を

出すということには私は反対であります。現段階ではそういう段階ではないと。ここ

まで皆さん努力をして出てきているわけですから、これをもう一度持ち帰って検討す

る時間をいただきたいと最初に申し上げたわけであります。この段階で数字を委員長

が出して委員長提案をするのは、こういう努力がどうなるかなと、こんなことになる

もんですから、私はもう一度そういう機会をいただきたいなと、こう申し上げたとこ

ろであります。 
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〇須藤栄弘委員 委員長提案に関していろんな意見が出ているわけですけども、議論が

し尽くしていないということもあろうかと思いますが、これ以上どんな議論をするの

かということであれば具体的な提案をしていただきたいと思いますし、一定の方向性

を見いだすためにはここで委員長提案があってしかるべきだろうと私は思います。そ

れに沿って各自治体で努力して検討するということは、必要な時期が当然過ぎている

と私は思います。 

 

〇榎本政規委員長 ほかに。 

 

〇押井喜一委員 ９回ということですけども、いろんな状況の中でそう数多く開催でき

ない今までの検討小委員会だと思います。確かに時間はたっていますけども、今やっ

と本格的な議論というか、詰めの議論をされているわけであります。その中で、議会

のほうもやっと今の定数特例という方向の中で議論しようということになっていろい

ろ提案されていると。ですから、今早急にじゃ数を決めてやっていくということを当

然主張されていることも理解できますけども、私はまだ藤島においても議論しなけれ

ばならない点が多くあるというふうに思っています。ですから、単純に委員長から提

案されて、これでどうだと、だめならだめでいいのかということにもなってきますし、

相当の重さが出てくるというふうに私は思います。ですから、まだそれぞれの議会で

今提案された内容につきましても議論する時間がなければならないのではないかなと

いうふうに思っています。とにかく合併は、やはり相当エネルギーが必要なのではな

いかというふうに思っています。実際結論を出すまでにはまだ時間あるというように

思っていますので、我々も本当に慎重にこのことに関しては、我々だけの問題ではな

い次の世代、そういったところに波及することにもなってきますので、責任がありま

すので、むしろ今やっぱり慎重に議論しないといかんのではないかなというふうに思

っています。 

 

〇井上時夫委員 今委員長提案のことで話し合われておりますけども、私も１回１回次

の回までに何々してこようと皆さんここで決めているわけですけども、うちのほうも

定数特例の人数がちょっと数字を出せなかったことありますけども、やっぱりそうし

て決めたことが進んでいかないと、先ほど鶴岡の本城委員長さん言うように前に進ま

ないわけです。それで、この前答申は１か月延期ということでしましたし、また延期

ではちょっと私はどうかなと思います。ですから、ここで委員長提案は、ぜひとも賛

成のほうであります。以上です。 

 

〇榎本政規委員長 委員長提案ということに対してのいろんな考えがあるわけですけど、

基本的に数字はあれですけど、ここまで定数特例に入ってきたとすれば、私は人口割

をどうするのか、それから平等割をどうするのか、その二つをどう組み合わせるのか

ということしかないんだと思うんです。理由はどうつけようとも、各々の皆さんの考

え方のバックボーンは自分のところがということになると思うんで、単純にいけば人

口割の部分はもう既に３４のときには２２対３対２対２対２対２対１ということで決

まっているもんですから、それに平等割をどうするのか、平等割を入れないのかどう



 23 

なのか。極端な話をすれば、じゃ朝日村さんが１から２になるんであれば、先ほどの

櫛引町さんのように、一番多い鶴岡を一つ減らして朝日村さんに一つやればいいじゃ

ないかと。あるいは、それでなければ、３４はそのままにして朝日村さんに１を足し

て３５という数字だって出てくるでしょうし、その辺の数字は３４と４２と４８と出

ていますけれども、その中の数字というのはどれを採ったとしても理由は理由をつけ

た人の各々の理由にしかならんのじゃないかなと思いますので、今提案されても困る

という議会が二議会、いいえ提案してくださいというところもあるわけで、委員長の

最終決断になると思いますけども、そのほかご意見等ありましたら。羽黒町さんはま

だ数字出ていないわけで、基本となる数字、たたき台となる数字は、先ほど言ったと

おり３４とか４２とか４８は出ているわけで、そのほかに委員長提案がなければ進め

ないのか、その辺も含めて何かご意見あれば。 

 

〇山口 猛委員 私のほうは、きょう多分議員の傍聴、地元ですので、大変来ていると

思いますが、まずここで私の羽黒町議会としての意見を申し上げることはちょっと差

し控えさせていただきたいと思います。 

  そこで、今委員長提案をめぐって賛成、反対ありましたが、私は７市町村平等を、

議員１人にするのか、２人にするのか、この辺でも各町村の議員数が変わってきます、

私も計算しておりますので。３４の根拠は事務局で出しておられましたが、これは完

全に人口なんです。これ人口でいきますと、鶴岡がきっちり２２になります。そして、

藤島町さんが２．何人とかという小数点以下になるわけです。それを四捨五入したの

が各町村に、藤島町が３と、羽黒は２と、朝日さんが１と、こういうふうに割り振っ

ているわけです。例えば方法として、７市町村で１人ずつを平等に与えそのほかは人

口割と、こうなればそういう方式が採られるわけです。各町村に朝日さんが言うよう

にやはり複数ほしいとなれば、各市町村に平等に最初２人ずつを定数を与えて１４人

と。あとの残りを、総体で何人にするか、これも議論になるわけですが、総体数を例

えば４０と決めた場合、残りの２６を人口割でいくと、こういう方式でその町村の議

員数が、若干２人のところが３人になったり、そういうふうに変わってくる要素があ

りますが、今委員長が例えば鶴岡２２と、羽黒が３とかと、こういう提案をなされる

ということではないと思いますが、この辺も定数特例を採用した場合のことを私は言

うわけですので、やはり１人を平等に与えるか、２人を平等に与えるか、残りを人口

比でいく、これも一つの算出の根拠は私はあるのではないかと。ただ、最初の３４の

原則に全部１人ずつというのは若干の不平等が出てきますので、それはそれとしてま

ず合意が得られるかどうかもありますが、委員長提案を聞かない前ですので、私は１

人を平等にいくか、２人を平等にいくか、残りを人口比でいって総数を何人にするか、

この辺も私は人数を決める場合大変重要ではないかというふうに思います。 

  以上です。 

 

〇榎本政規委員長 ほかにご意見あれば。 

 

〇本城昭一委員 私は、今きょうここの段階で委員長提案すべきでないというふうに主

張しているのは、一つは鶴岡の都合もありますが、鶴岡はすべて議会の意思を特別委

員会で検討して、それを代理して私はこの場に持ってきているわけであります。その
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中で、先ほど言いましたように、１から３までの鶴岡の案をここに提出をすると。そ

のほか、各町村からもいろんな意見が出てくるだろうと。それが検討に値するもので

あればまた持ち帰りますと、こういうことを申し上げてきているわけです。私は、き

ょう検討に値するものが出てきたと、そういう判断でありますので、ここで委員長提

案というのはまず審議打ち切りみたいなもんですから、ここまで出てきたのをこの段

階で打ち切って委員長が数字を提案すべきではないのではないかなというのが一つで

あります。 

  前回、今回で終わりだと、延長したんだからこれ以上延長するのはやっぱりおかし

いという考え方も当然これはあるわけでありますが、しかし延長しても検討すべき課

題が出てきたなと、私はそう思っているわけですので、ここでまとまらないという答

申をするよりはこのことをもう一度検討すると、これがこの定数検討委員会で方向性

を出せるやり方ではないかなと、このように思います。先ほど言いましたように、最

終的には議会で議決しないとこれは成り立たないわけでありますので、議会で議決を

得て全体がまとまっていくためには各町村の現在出てきているこの案をもう一度検討

する必要があると、そのほうがベターであると、私はそう判断したので、きょうここ

での委員長提案には同意しかねるということを申し上げているわけでありまして、委

員長提案という制度そのものを否定しているわけではありません。 

 

〇榎本政規委員長 ほかにご意見。 

 

〇進藤 篤委員 今、会の進め方、委員長提案についての話になっているわけですけれ

ども、私のほう、朝日村の場合も、先ほど特別委員長のほうからも話ありましたけど

も、４２名という線で出てきているわけですが、今回例えば委員長提案なしにこれを

持ち帰るといっても、いろいろほかの市町村出ましたけども、それはそれとして、私

のほうは別にあともうこれ以上この線でさらに詰めてと、ほかのものを比較対照しな

がらもう一度再検討するということにはならないのかなというふうに思いますし、ほ

かの町村についてもおおよそそのようで、羽黒さんはまだ具体的な数字が出ていない

ので、そういうことがもう少し再検討ということ出てくるかと思いますけれども、こ

こで委員長提言があって、その後出てすぐ決まるわけでもありませんし、またさらに

ということもあるかもしれませんので、いつまでも延長していくわけにもいかないと

思いますので、やっぱり委員長提案を今回は出すべきでないかなと私は思います。 

 

〇榎本政規委員長 藤島町さん、齋藤委員さんどうでしょう。 

 

〇齋藤 久委員 先ほどは具体的な数字を出してもいいのではないかという話をしまし

たけれども、同じ藤島町でも意見が分かれていますので、少なくとも定数特例を採用

する、あるいは選挙区を設置する、朝日村さんには複数の議員定数ということは、大

方の意見だと思います。平等割をどうするかということですけれども、ぜひその平等

割は、藤島町も主張しておりますので、ここで具体的にその数字を出さなくとも、そ

の線で各市町村で検討してくるということはやっぱり持ち帰らないといけないと思い

ます。平等割というのは人口規模を考慮しないものですので、よろしくお願いをした

いというふうに思います。もう一度申しますけれども、定数特例を採用して設置選挙
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をする、朝日村は議員定数を複数に、それで平等割を考慮するということは、最低限

ここまでは合意をして持ち帰るということにしてほしいと思います。 

 

〇榎本政規委員長 意見も出そろったと思いますが、実は私、委員長としてきょうの午

後からの運営小委員会、そして全体法定協で回答を提案しようと思っていましたが、

なかなかその場までは行きませんので、午後の全体法定協の中においては再度次回の

法定協まで結論は先送りさせていただきたいということを申し上げるしかないのかな

と、そう思っておりますので、このことだけは皆さんから了承をいただきたいと思い

ます。 

  もう一つは、委員長提案ということで言われましたが、少なくとも二つの議会から、

今出されては困ると、持ち帰って検討しなければならない課題が出てきたということ

であれば、私は委員長提案というのは一つはもう流れを決めてしまう、逆に言えば委

員長が提案してそれが各議会で否決されれば、委員長、一体おまえ何しているんだと

いうことになるもんですから、これは慎重に扱わなければならない問題なのかなと思

います。ただ、少なくとも今３４から４８の数字が出てきています。そのデータとな

るところは人口割であり、平等割をどうするのかということなわけで、先ほど藤島の

齋藤久委員さんから話ありましたようなことで、その根拠となるものを含め、再度２

月の５日が次の全体法定協です。それまでの間に、羽黒町さんも答えが、まだ数字的

なものが出ていないわけですので、時間的には非常に短い時間しかございませんが、

自分のところとしての基本的な物の考え方を出していただくということで、それでも

数字がまとまらないとすれば委員長提案をさせていただくということでよろしいでし

ょうか。いや、どうしても今委員長提案出してもらわなければうちは議会が開けない

と、開かなくても答えが出ているところはそれはそれでいいのかなと思いますので、

ただ新たな数字を提案されたところに関しては再度その数字を検討していきたいとい

うことでありますもんですから、その辺でよろしいでしょうか。ご意見があれば。い

や、出せと言われれば、つたない頭で考えてきた数字はありますから。ただ、それは

あくまでも平等割であり、人口割であり、激変緩和を考えているということで大体皆

さんおわかりの数字じゃないのかなと思いますので、あえて出さなくてもわかるのか

なと…。 

 

〇本城昭一委員 今委員長が申されたように、これは朝日村さんも言いましたけども、

いつまで延ばしてもいいというものではないわけですが、ただ今回申し上げたのは、

私のほうの特別委員会に諮らなければならない新たな問題が出てきたと。私のほうは

３４名法定定数オープンという原則を主張しておりますが、その中で落としどころと

していろんな妥協案を提案してきたわけです。それを提案しなければこんな混乱はな

かったろう、私のほうの議会は混乱しないで、それで押し通せと、こうなるわけです

が、それじゃまとまらないからということでいろんな提案をしてきているわけです。

その提案の中で、きょうまた新たな提案が出てきたと。これは、諮らなきゃならない

と、そういう順序は踏まなきゃならないと。しかし、時期的に言っても２月５日あた

りが一つのめどだろうということで、もう一度だけ持ち帰って議論をさせていただき

たいと、こういうふうに申し上げた立場から、今委員長が提案したような取り計らい

をお願いしたいというふうに思います。 
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〇榎本政規委員長 そういうことでありますもんですから、２月５日の次回の法定協の

前にか、その周辺で議員定数等検討小委員会を行いたいと思います。なお、その時点

で各市町村議会の定数が一致を見なかった場合は委員長から提案をさせていただくと。

それを持ち帰っていただいて、だめならだめ、良ければ良しというような形になろう

かと思いますので、じゃなお１か月半、２月の末ごろまで猶予時間をいただきたいと

いうことできょうの全体法定協には提案をさせていただきます。ただ、少なくとも今

回羽黒町さんが定数特例をテーブルに上げて検討していただくというところまで進ん

できたので、その数字を各議会ともこの場に提案をいただきたいというふうに思いま

す。それは、私は鶴岡の例を取るわけではありませんけども、一つの案だけしか動き

が取れないというようなことでなくて、第１案、第２案、第３案があってもよろしい

んじゃないかなと。各々についての提案の理由があれば、その説明ができるようなも

のであればそれはそれでもよろしいかと思いますので、この場は全体法定協になお１

か月半の猶予をいただきたいということで、次回の議員定数等検討小委員会において

定数がまとまらなかったときには委員長提案をさせていただくということでよろしい

でしょうか。まとまらない、持ち帰りたいという議会がある以上、今出しても新たな

提案の一つになるだけですので、そうさせていただきたいと思います。よろしいです

か。 

 

  （「はい。」という声あり） 

 

〇榎本政規委員長 ありがとうございます。 

 

４ その他 

〇榎本政規委員長 では、次回の議員定数等検討小委員会の日程を決めたいと思います。 

  次回法定協は事務局のほういつですか。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 次回２月５日の木曜日ですけれども、１時から鶴岡市の中

央公民館のほうでということで考えております。 

 

〇榎本政規委員長 同日のほうがよろしいんでしょうか。それとも、もっと前のほうが

あれですか。次回の法定協は２月５日木曜日、１時から鶴岡の中央公民館で合併協で、

３時から専門小委員会ということで予定されておりますので、朝早くからその日にや

るのか、それともそれ以前に議員定数だけ開くのか。 

 

  （何事か言う声あり） 

 

〇榎本政規委員長 ２７日は、専門小委員会だけです。一から三までの専門小委員会、

１時半からです。ただ、２７ではあと１０日ぐらいしかないもんだから、その間に各

議会の特別委員会開けないんじゃないでしょうか。 

 

  （「５日のほうがいい。」という声あり） 
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〇榎本政規委員長 ５日できますか。１１時半から運営小委員会が開かれるようですけ

ども、その以前でしたらできるわけですね。９時ごろからですか、９時半になります

か。きょう見ても２時間かかっていますので、２時間は必要なのかと思いますけども、

９時半からで大丈夫でしょうか。鶴岡まで来るのならみんな同じような距離なので、

９時半でいいですか。じゃ、事務局のほうよろしいですか、２月５日９時半から中央

公民館場所取れますか。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 議会の日程等ありますので、調整させていただきまして、

また２月５日ということでありましたので、その線でちょっと検討させていただきま

す。きょうの午後ご連絡できますか、または後日になりますか、いずれにしましても

２月５日ということで時間、場所、その他の議会の関係等を調整させていただきます。 

 

〇榎本政規委員長 時間は９時半からということでお願いしたいと思います。場所はも

し中央公民館取れなかったら市役所の会議室でもどこでも、１５人と傍聴席あればい

いわけですので。じゃ、次回は２月５日９時半から、場所は未定ですけども、第１０

回の議員定数等検討小委員会を開きたいと思います。 

 

５ 閉   会（午後０時０２分） 

〇榎本政規委員長 委員長の不手際でなかなか進まないところがありますが、非常に市

町村民の関心事であるということは間違いのないところですので、検討すれば検討す

るほど頭の痛くなってくる問題でありますが、ぜひとも各市町村議会の議長さん初め

特別委員会の委員の皆さん鋭意検討いただき、次回には少なくとも一つにまとまる方

向性を見いだしていきたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いを申し上げ、

第９回の議員定数等検討小委員会を閉会いたします。どうもご苦労様でした。 

 


